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平成 29 年 10 月より保険適用 

D007 血液化学検査 区分 : E3(新項目) 

インフリキシマブ定性 
 

【保険点数】310 点 

【製品名（製造販売元）】レミチェック Q（株式会社 LSI メディエンス） 

【主な対象】インフリキシマブ投与中の関節リウマチ患者 

【主な測定目的】血清中のインフリキシマブ(遺伝子組換え)の検出(インフリキシマブ投与関節リウマチ患者において，

効果不十分と判断された患者に対する増量等の判断の補助) 

【検体】血清 

【測定方法】イムノクロマト法 

【説明】 インフリキシマブは，TNFα を標的とした抗ヒト TNF-α モノクローナル抗体製剤である。関節リウマチの

病態形成においては，炎症性サイトカイン(TNF-α，IL-6 等)が中心的役割を果たしていることが明らかになり，それ

らの作用を制御する生物学的製剤が関節リウマチ治療に用いられている。 

 インフリキシマブの標準用量は，3mg/kg を初回投与後，2 週，6 週，以降 8 週間の間隔で投与するとなっているが，

効果不十分の場合，最大 10mg/kg への増量や 4 週間隔への投与間隔の短縮などの用量調節が認められている。また，

インフリキシマブ投与量の増量の有効性及び安全性を比較検討する臨床試験では，症状軽減効果とトラフ血中インフ

リキシマブ濃度の関係が評価され，その結果，インフリキシマブの有効性はトラフ血中濃度に依存し，少なくともト

ラフ血中濃度を 1μg/mL 以上に維持する必要があるとされている。 

 本品は，イムノクロマト法の原理に基づいて，血清中のインフリキシマブを検出する試薬である。血清中のインフリ

キシマブを検出し発色したラインの強さと，同時に測定するカットオフコントロールのラインの発色の強さを比較し，

血清中のインフリキシマブ濃度が 1μg/mL 未満か 1μg/mL 以上かを判定する。 

 本品により，インフリキシマブの治療効果が不十分な患者において，血清中のインフリキシマブ濃度が 1μg/mL に

満たない患者を簡易且つ迅速に判断することが可能であり，検査当日に治療方針を決定するための指標として有用で

ある。 

 算定条件は，関節リウマチの患者に対して，インフリキシマブ投与量の増量等の判断のために，イムノクロマト法に

より測定した場合に，患者 1 人につき 3 回を限度として算定できることとなっている。 

 

＜製品関連 URL＞ 

http://www.medience.co.jp/h1_remicheck_q/index.html 

 

（文責：株式会社 LSI メディエンス  監修：日本臨床検査医学会臨床検査点数委員会） 
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製品情報のホームページは仕様変更などによりリンク切れとなることもあります． 

 

【臨床病理 65 巻 11 号（2017）掲載】 

 


